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訪問系サービス事業所の介護サービス継続に向けた支援について 

 

 

平素より、厚生労働行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

訪問系サービス事業所が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族 

の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提とし 

て、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要で

す。 

このため、訪問系サービスを含むサービス類型別の感染防止のための留意点 

について、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について

（その２）」（令和２年４月７日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事

務連絡）等においてお示ししております。 

今般、訪問系サービスについて、職員の確保に向けた支援や感染拡大の防止

に関する取組のノウハウの習得に向けた支援等の介護サービス事業所の事業継

続に向けた支援策を整理し、「訪問系サービス事業所の介護サービス継続に向

けた支援について」を都道府県等に対して発出いたしましたので、貴会におか

れましては、別紙の内容についてご了知いただくとともに、会員各位へ周知に

ついてご協力をお願いいたします。 

 

【別紙】 

「訪問系サービス事業所の介護サービス継続に向けた支援について」（令和２年

６月15日付厚生労働省総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡） 

 

 



（別記） 

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 全国社会福祉法人経営者協議会 

特定非営利活動法人 全国盲老人福祉施設連絡協議会 

一般社団法人 全国軽費老人ホーム協議会 

高齢者住まい事業者団体連合会 

公益社団法人 全国有料老人ホーム協会 

一般社団法人 全国介護付きホーム協会 

一般社団法人 高齢者住宅協会 

 

 

 

 


